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新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大の防止について（通知） 

 

 令和２年２月１８日に開催された第１１回新型コロナウイルス感染症対策本部にお

いて、内閣総理大臣より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、「従

業員の方々が、休みやすい環境整備が大切であり、どうか御協力いただきたいと思い

ます。テレワーク等も有効な手段です。」との発言があり、また、同２０日に厚生労

働省が発出した「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」においては、

「従業員の方々が休みやすい環境整備が大切であり、テレワークや時差通勤も有効な

手段であります。」とされているところである。 

 これらの趣旨に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、管下職員

が下記のとおりテレワークや通勤のため利用する交通機関の混雑を避けるためのフ

レックスタイム制及び早出遅出勤務を積極的に活用できるよう、特段の措置を講じら

れたい。 

 

記 

 
１ 実施期間 

   令和２年２月２５日から当分の間とする。 

   ただし、各機関における具体的な実施期間については、官房長等（自衛官以外

の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第４３号。以下



「事務官等訓令」という。）第２条第１項又は自衛官の勤務時間及び休暇に関す

る訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６５号。以下「自衛官訓令」という。）第５条第

４項に規定する官房長等をいう。）の判断による。 

 

２ 実施内容 

（１） テレワークの活用について 

  テレワークの実施については、「テレワークの実施に当たっての留意事項について

（通知）」（防人計第２３３２号。２９．２．２８）により通知しているところである

が、今般の新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止のため、できる限り多く

の職員が利用できるよう努めるものとする。 

 

（２） フレックスタイム制の活用について 

  官房長等又は部隊等（統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の

監督を受ける部隊及び機関並びに統合幕僚学校をいう。）の長は、フレックスタイム

制（自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）第４４条第５項若しくは第

６項又は自衛官訓令第９条第３項、第６項若しくは第７項並びに防衛省に勤務する

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第６０号。

以下「一般職訓令」という。）第５条により始業及び終業の時刻について、職員の申

告を考慮して勤務時間を割り振ること。）により、通勤のため職員が利用する交通機

関の混雑状況、職員の業務の状況、職員の希望や負担を考慮した上で、勤務時間の

割振り又は日課を定めるものとする。 

 

（３） 早出遅出勤務の活用について 

  官房長等又は部隊等の長は、通勤のため利用する交通機関の混雑を避けるため必

要があると認める場合には、事務官等訓令第２条第７項、自衛官訓令第９条第２項

又は一般職訓令第４条第２項に規定する早出遅出勤務による勤務時間の割振り又は

特別の日課を定めるものとする。 

この場合において、勤務時間の割振り又は特別の日課は、「早出遅出勤務等の運用

について（通知）」（人１第６３１１号。１８．６.３０。以下「運用通知」という。）

別紙の第２第１項各号のいずれかによるものとするが、原則として特段の事由がな

い限り、午前１０時以降の出勤となるよう勤務時間の割振り又は特別の日課を定め

るものとする。 

  なお、早出遅出勤務の対象者は、運用通知別紙の第２第９項に定める者のほか、

通勤のため利用する交通機関の混雑を避けるため早出遅出勤務を実施する職員を指

すものとする。 

 

添付書類： 早出遅出勤務等の運用について（通知）（人１第６３１１号。１８．６.３

０）（抄） 



 

別紙 

早出遅出勤務等の運用について（通知）（人１第６３１１号。１８．６.３０）（抄） 

 

別紙 

第２ 早出遅出勤務の形態について 

１ （略） 

⑴  午前７時から午後３時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後０

時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑵ 午前７時１５分から午後４時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後０

時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑶ 午前７時３０分から午後４時１５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑷ 午前７時４５分から午後４時３０分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑸ 午前８時から午後４時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後０

時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑹ 午前８時１５分から午後５時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後０

時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑺ 午前８時３０分から午後５時１５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑻ 午前８時４５分から午後５時３０分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑼ 午前９時から午後５時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後０

時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑽ 午前９時１５分から午後６時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後０

時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑾ 午前９時３０分から午後６時１５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時から午後１時までは休憩時間とする。 

⑿ 午前９時４５分から午後６時３０分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時から午後１時までは休憩時間とする。 

⒀ 午前１０時から午後６時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

０時３０分から午後１時３０分までは休憩時間とする。 

⒁ 午前１０時１５分から午後７時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

０時３０分から午後１時３０分までは休憩時間とする。 

⒂ 午前１０時３０分から午後７時１５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただ

し、午後０時３０分から午後１時３０分までは休憩時間とする。 

⒃ 午前１０時４５分から午後７時３０分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、

午後０時３０分から午後１時３０分までは休憩時間とする。 



 

⒄ 午前１１時から午後７時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

⒅ 午前１１時１５分から午後８時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

⒆ 午前１１時３０分から午後８時１５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし

、午後５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

⒇ 午前１１時４５分から午後８時３０分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし

、午後５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

(21) 午後０時から午後８時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

(22) 午後０時１５分から午後９時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

(23) 午後０時３０分から午後９時１５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし

、午後５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

(24) 午後０時４５分から午後９時３０分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし

、午後５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

(25) 午後１時から午後９時４５分までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 

(26) 午後１時１５分から午後１０時までを勤務時間又は課業時間とする。ただし、午後

５時１５分から午後６時１５分までは休憩時間とする。 


